
様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番） 
番      号 
令和 年 月 日 

 
 
 国土交通大臣 殿 
 
 
                           氏名又は名称 上三川町地域公共交通活性化協議会 
                           住    所 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目 1 番地 
                           代表者氏名    会長 和田 裕二 
 
 
 

地域公共交通計画変更認定申請書 
 
 
 
 令和７年 9 月 25 日付け国総地第 144 号で国土交通大臣より認定された地域公共交通計
画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 
 
 
 
○ 変更日 

令和 8 年 4 月 1 日 
 
 
○ 変更箇所 

別紙のとおり 
 
 
○ 変更理由 
 令和 7 年度に上三川町地域公共交通計画の計画期間の満了を迎えることから、これまで
の取り組みや社会情勢の変化を踏まえ、住民の移動を支える持続可能な地域公共交通の実
現を目的として改定します。 
 

資料３
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 ※本申請書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 
 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 
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別　紙

 

令和 8年 4月 1日 

 

　　　　　　　　　　（名称）上三川町地域公共交通活性化協議会　　　　　　　　　　
  

 １．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

 　町内の地域間での公共交通サービスの平準化による公共交通空白地の解消、及び高齢者

や自動車免許を持たない者等の移動手段の確保を図るため導入しました。 

 公共交通空白地の解消及び高齢者の通院から日用品の買い出し、学童の塾通いなど多く

の世代にとって欠かせない移動手段となっており、運行の継続が不可欠です。一方で、町

の運営努力だけでは運行の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・

維持する必要があります。
 ２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

 （１）事業の目標
 令和８年度～令和１２年度 

デマンド交通「かみたん号」の利用者数１６，５００人以上／年とする 

町民の鉄道・バス・タクシー・デマンド交通の利用率７．５％以上とする 

（地域公共交通計画　Ｐ３６参照）
 （２）事業の効果
 上三川町民の「生活の足」としてデマンド交通「かみたん号」が持続可能な運行ができる

 ３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

 デマンド交通運行形態の検討（上三川町・事業者） 

上三川町近隣の公共交通ＭＡＰの作成及び更新（上三川町・事業者） 

公共交通の利用促進策の検討(上三川町・事業者) 

デジタル技術を活用した新サービスの再検討（上三川町・事業者） 

（地域公共交通計画　Ｐ３８・３９・４０参照）
 ４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者
 表１を添付
 ５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
 　地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンド交通について、その運行

に係る費用総額２７，２０３千円のうち、上三川町から運行事業者への支払額については、

運行収入及び国庫補助金を差し引いた額を負担することとしている。
 ６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

 ・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（郵送による無作為調査）

 ７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし

 ８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし

 ９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし
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 10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】
 表５を添付

 11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】
 ※該当なし

 12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】
 （１）事業の目標
 ※該当なし
 （２）事業の効果

 ※該当なし

 13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 （１）事業の目標

 ※該当なし

 （２）事業の効果

 ※該当なし
 17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし 
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【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住　所）　栃木県河内郡上三川町しらさぎ１一丁目 1番地 

（所　属）　上三川町地域生活課生活係　　　    　　　　 

（氏　名）　杉山　昇　　　　　　　　　    　　　　　　 

（電　話）　0285-56-9129　　　　　　　　　　    　　　 

（e-mail）　seikatsu01@town.kaminokawa.lg.jp    　　　 
 

注意：　本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

　　　　各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

 
 18．協議会の開催状況と主な議論

 令和元年５月２９日　令和元年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和２年７月２７日　令和２年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和３年６月２２日　令和３年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和４年６月２１日　令和４年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和５年６月１６日　令和５年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和６年６月１９日　令和６年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和７年６月１９日　令和７年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

 19．利用者等の意見の反映状況

 　１０代の周知率が他の世代に比べ低かったことを受け、引き続きかみたん号に折り紙の

デザインのラッピングを施し認知度向上を図った。また、かみたん号を模した車の形にな

る折り紙を作成し、町内の小中学校生に対し、チラシと合わせて配布した。 

　かみたん号利用のチラシを、電話・自動予約システムでの利用がわかりやすい形で更新

した。 

令和６年度の若年層のかみたん号利用者が他の年代と比較して伸びていることが確認で

きた。引き続き若いうちからデマンド交通に慣れ親しんでもらうためにも周知を図ってい

く。
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
７
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件

（
別
表
７
・

９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確

保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「
経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」
、
「
終
点
」
及
び
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「
循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（
別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
」
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

運
行
系
統

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・
別
表
９
・
別
表
１
０
）

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

上
三
川
町

宇
都
宮
市

下
野
市

関
東
交
通
株
式
会

社
(1
)
上
三
川
町
デ
マ
ン
ド
交
通

町
内

及
び

町
外

1
0
か

所

2
4
3

2
,9
1
6
回

区
域
運
行

①

上
三
川
町
役
場
停
留
所
な
ど
で
補
助

系
統
地
域
間
幹
線
系
統
関
東
自
動

車
（
株
）
「
上
三
川
車
庫
線
」
と
、
本
郷

台
停
留
所
な
ど
で
補
助
系
統
地
域
間

幹
線
系
統
関
東
自
動
車
（
株
）
「
本
郷

台
西
汗
線
」
と
、
石
橋
駅
で
補
助
系
統

地
域
間
幹
線
系
統
関
東
自
動
車

（
株
）
「
石
橋
駅
線
」
と
接
続

③

6



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 上三川町

人　口

人口集中地区以外 ３０，８０６人

交通不便地域等

人　口 対象地区 根拠法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

上三川町地域公共交通計画 令和8年4月1日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。
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令和７年６月１９日 

 

　　　　　　　　　　（名称）上三川町地域公共交通活性化協議会　　　　　　　　　　
  

 １．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

 　町内の地域間での公共交通サービスの平準化による公共交通空白地の解消及び高齢者や

自動車免許を持たない者等の移動手段の確保を図るためデマンド交通を導入しました。 

 公共交通空白地の解消及び高齢者の通院から日用品の買い出し、学童の塾通いなど多く

の世代にとって欠かせない移動手段となっており、運行の継続が不可欠です。一方で、町

の運営努力だけでは運行の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・

維持する必要があります。
 ２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

 （１）事業の目標
 令和３年度～令和７年度 

デマンド交通「かみたん号」の利用者数１５，２００人以上／年とする 

デマンド交通「かみたん号」の運行収支率を２０．０％以上／年とする 

（地域公共交通計画　Ｐ３５参照）
 （２）事業の効果
 上三川町民の「生活の足」としてデマンド交通「かみたん号」が持続可能な運行ができる

 ３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

 自動予約配車システムによる効率的な運行方法の検討（上三川町・事業者） 

近隣市町の運行するデマンド交通との相互利用の促進（上三川町・近隣市町） 

公共交通利用促進のＰＲ（特に小中高校生を対象とする）（上三川町・事業者） 

（地域公共交通計画　Ｐ３７・３８・４０参照）
 ４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者
 表１を添付
 ５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
 　地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンド交通について、その運行

に係る費用総額２８，２３４千円のうち、上三川町から運行事業者への支払額については、

運行収入及び国庫補助金を差し引いた額を負担することとしている。
 ６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

 ・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（郵送による無作為調査）

 ７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし

 ８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし

 ９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】
 ※該当なし

旧
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別　紙
 10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】
 表５を添付

 11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】
 ※該当なし

 12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】
 （１）事業の目標
 ※該当なし
 （２）事業の効果

 ※該当なし

 13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし

 16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 （１）事業の目標

 ※該当なし

 （２）事業の効果

 ※該当なし
 17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】
 ※該当なし 
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別　紙

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住　所）　栃木県河内郡上三川町しらさぎ１一丁目 1番地 

（所　属）　上三川町地域生活課生活係　　　    　　　　 

（氏　名）　杉山　昇　　　　　　　　　    　　　　　　 

（電　話）　0285-56-9129　　　　　　　　　　    　　　 

（e-mail）　seikatsu01@town.kaminokawa.lg.jp    　　　 

注意：　本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

　　　　各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

 18．協議会の開催状況と主な議論

 令和元年５月２９日　令和元年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和２年７月２７日　令和２年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和３年６月２２日　令和３年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和４年６月２１日　令和４年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和５年６月１６日　令和５年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和６年６月１９日　令和６年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

令和７年６月１９日　令和７年度第１回地域公共交通活性化協議会開催。 

　　　　　　　　　　地域内フィーダー系統確保維持計画について合意を得られた。 

 19．利用者等の意見の反映状況

 　１０代の周知率が他の世代に比べ低かったことを受け、引き続きかみたん号に折り紙の

デザインのラッピングを施し認知度向上を図った。また、かみたん号を模した車の形にな

る折り紙を作成し、町内の小中学校生に対し、チラシと合わせて配布した。 

　かみたん号利用のチラシを、電話・自動予約システムでの利用がわかりやすい形で更新

した。 

令和６年度の若年層のかみたん号利用者が他の年代と比較して伸びていることが確認で

きた。引き続き若いうちからデマンド交通に慣れ親しんでもらうためにも周知を図ってい

く。
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
７
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件

（
別
表
７
・

９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確

保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「
経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」
、
「
終
点
」
及
び
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「
循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（
別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
」
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

運
行
系
統

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・
別
表
９
・
別
表
１
０
）

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

上
三
川
町

宇
都
宮
市

下
野
市

関
東
交
通
株
式
会

社
(1
)
上
三
川
町
デ
マ
ン
ド
交
通

町
内

及
び

町
外

1
0
か

所

2
4
3

2
,9
1
6
回

区
域
運
行

①

上
三
川
町
役
場
停
留
所
な
ど
で
補
助

系
統
地
域
間
幹
線
系
統
関
東
自
動

車
（
株
）
「
上
三
川
車
庫
線
」
と
、
本
郷

台
停
留
所
な
ど
で
補
助
系
統
地
域
間

幹
線
系
統
関
東
自
動
車
（
株
）
「
本
郷

台
西
汗
線
」
と
、
石
橋
駅
で
補
助
系
統

地
域
間
幹
線
系
統
関
東
自
動
車

（
株
）
「
石
橋
駅
線
」
と
接
続

③
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 上三川町

人　口

人口集中地区以外 ３０，８０６人

交通不便地域等

人　口 対象地区 根拠法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

上三川町地域公共交通計画 平成30年8月30日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

旧
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上三川町地域公共交通計画 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表 

 

 

 

本町のデマンド交通においては、宇都宮市・下野市に運行しているが、上三川町住民の生活交通と

して運行している。宇都宮市・下野市は費用負担をしておらず 、地域内フィーダー系統確保維持事

業の補助申請も行っていないため、 交通計画に両市の位置づけは行っていない 。 

 

（添付資料） 

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

 

※ご参考 

・要綱第１７条第１項 

　陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地 

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計 

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割 

二　前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要 

四　地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

 １．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位

置づけ・役割

 

上三川町地域公共交通計画　２２ページ

 
２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

 
上三川町地域公共交通計画　２２ページ

 
３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概

要

 
上三川町地域公共交通計画　２２ページ、２３ページ、３６ページ、３７ページ、３８ページ、 

３９ページ、４０ページ

 
４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

 

上三川町地域公共交通計画　１５ページ～２１ページ、３６ページ、３７ページ、４１ページ

新
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 上三川町地域公共交通計画 15

（２）－１輸送人員の推移 
町内を運行する路線バスの路線全線ごとの過去５年の輸送人員推移を見てみると、コロナ禍によ

り令和 2 年度の利用人数が減っており、その後回復傾向にあります。また、石橋駅・真岡車庫線は

利用者が増加している傾向があり、鉄道駅との連結に需要があることが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４－３　路線バス輸送人員の推移（データ提供：関東自動車㈱） 

 
（２）－２路線バス補助金額の推移 

町民の日常生活上必要な乗合バス路線の維持確保を図るため、国や県と協調し補助金を交付して

います。補助額の推移を見てみると、栃木県バス運行対策費補助金が占める割合が少なくなり、生

活バス路線維持費補助金の割合が高くなっています。また、運賃の値上げなどにより、バス事業に

対しての補助が少なくなっていることがわかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
図４－４　路線バス補助金額の推移　　　　　　　　図４－５　路線バス補助金額の推移 

(栃木県バス運行対策費補助金)　　　　　　　　　　　(生活バス路線維持費補助金) 
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上三川町地域公共交通計画 16

（３）鉄道の現況 
（３）－１乗降人員の推移 

本町近隣の鉄道駅の１日平均乗車人数の推移を見てみると、すべての駅でコロナ禍により令和２

年度の利用人数が減っており、その後回復傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－６　鉄道駅一日平均乗車人数の推移 
出典「国土数値情報（駅別乗降客数データ）」（国土交通省国土政策局）を元に作成 

 
図４－７　鉄道駅位置図 

 

雀宮駅

石橋駅

自治医大駅
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 上三川町地域公共交通計画 17

（４）タクシーの現況 
タクシーの輸送人員の推移を見てみると、コロナ禍で輸送人員数が減少したものの、徐々に増加

している状況にあります。企業などがカーシェアなどの新しい交通手段に移行している等の理由に

より、完全にコロナ禍以前には戻っていません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４－８　タクシー輸送人員推移（データ提供：関東交通㈱、潮田タクシー㈱） 

 
（５）デマンド交通の現況 

デマンド交通「かみたん号」の利用人数の推移を見てみると、大きな変動はありません。コロナ

禍の際に利用人数は大きく落ち込みましたが、回復している状況にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図４－９　デマンド交通利用者数推移（地区別） 
 

15,547
16,393 16,152
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上三川町地域公共交通計画 18

（５）－１デマンド交通の輸送人員の推移（上三川地区）利用者の年齢・目的地 
７０代・８０代の利用が多く、次いで６０代の利用が多くなっています。上三川地区の特徴とし

ては、１０代以下の利用割合が高くなっていることがあげられます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４－１０　上三川地区デマンド交通利用状況（年齢） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１１　上三川地区デマンド交通利用状況（目的施設別） 

図４－１２　上三川地区デマンド交通利用状況（目的地：上位１０施設）

 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数

 1 JR 石橋駅東口 424 1 JR 石橋駅東口 536 1 JR 石橋駅東口 491
 2 倉持整形外科 375 2 石橋総合病院 297 2 石橋総合病院 322
 3 自治医科大学付属病院 363 3 倉持整形外科上三川 284 3 自治医科大学付属病院 312
 4 石橋総合病院 329 4 自治医科大学附属病院 261 4 FKD インターパーク 287
 5 新上三川病院 329 5 FKD インターパーク 258 5 倉持整形外科上三川 284
 6 FKD インターパーク 227 6 新上三川病院 200 6 新上三川病院 198
 7 ジョイフル本田 170 7 ジョイフル本田 188 7 ジョイフル本田 193
 8 たいらや上三川店 109 8 いきいきプラザ 170 8 いきいきプラザ 157
 9 せんば医院 108 9 うつのみや病院 157 9 たいらや上三川店 127
 10 カスミ上三川店 107 10 たいらや上三川店 109 10 うつのみや病院 124
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 上三川町地域公共交通計画 19

（５）－２デマンド交通の輸送人員の推移（本郷地区）利用者の年齢・目的地 
８０代の利用が多く、次いで７０代の利用が多くなっています。本郷地区の特徴としては特に高

齢者の利用割合が高いことがあげられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１３　本郷地区デマンド交通利用状況（年齢） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１４　本郷地区デマンド交通利用状況（目的施設別） 

図４－１５　本郷地区デマンド交通利用状況（目的地：上位１０施設）

 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数

 1 倉持整形外科上三川 189 1 JR 石橋駅東口 227 1 JR 石橋駅東口 202
 2 石橋総合病院 159 2 石橋総合病院 131 2 自治医科大学付属病院 128
 3 新上三川病院 127 3 倉持整形外科上三川 122 3 石橋総合病院 121
 4 FKD インターパーク 126 3 FKD インターパーク 122 4 倉持整形外科上三川 119
 5 JR 石橋駅東口 100 5 自治医科大学付属病院 108 5 FKD インターパーク 110
 6 自治医科大学付属病院 95 6 新上三川病院 92 6 新上三川病院 92
 6 ふれあいの家ひまわり 95 7 ジョイフル本田 88 7 ジョイフル本田 88
 8 いきいきプラザ 86 8 うつのみや病院 73 8 うつのみや病院 73
 9 うつのみや病院 82 9 いきいきプラザ 66 9 いきいきプラザ 66
 10 たいらや上三川店 64 10 たいらや上三川店 59 10 たいらや上三川店 62
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上三川町地域公共交通計画 20

（５）－３デマンド交通の輸送人員の推移（明治地区）利用者の年齢・目的地 
７０代・８０代の利用が多く、次いで５０代の利用が多くなっています。明治地区の特徴として

は、高齢者の利用が中心ですが、１０代の利用割合が高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１６　明治地区デマンド交通利用状況（年齢） 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１７　明治地区デマンド交通利用状況（目的施設別） 

図４－１８　明治地区デマンド交通利用状況（目的地：上位１０施設）

 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数 順位 行き先別 人数

 1 JR 石橋駅東口 383 1 JR 石橋駅東口 266 1 JR 石橋駅東口 266
 2 FKD インターパーク 198 2 石橋総合病院 180 2 石橋総合病院 169
 3 石橋総病院 190 3 自治医科大学附属病院 156 3 自治医科大学付属病院 157
 4 いきいきプラザ 106 4 倉持整形外科 133 4 FKD インターパーク 144
 5 自治医科大学付属病院 89 5 FKD インターパーク 126 5 倉持整形外科上三川 134
 6 いざわ整骨院 83 6 新上三川病院 118 6 新上三川病院 104
 7 上三川町役場 79 7 ジョイフル本田 100 7 ジョイフル本田 97
 8 うつのみや病院 71 8 いきいきプラザ 83 8 いきいきプラザ 79
 9 高倉整骨院 69 9 うつのみや病院 81 9 やまだ脳神経外科 67
 10 ジョイフル本田 66 10 たいらや上三川店 63 10 たいらや上三川店 66
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 上三川町地域公共交通計画 21

（５）－４デマンド交通運行経費等の推移 
近年のデマンド交通の運行経費の内訳を見てみると、補助金と運賃収入の占める割合が少なくなって

いることから、町の負担額は増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１９　デマンド交通運行経費等の推移 

 
図４－２０　上三川町地区区分図 

 

26,650,800 26,650,800

22,540,980 22,540,98022,540,980
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上三川町地域公共交通計画 22

〇デマンド交通かみたん号について 
(1) 位置付け及び役割 
　町内の地域間での公共交通サービスの平準化による公共交通空白地の解消、及び高齢者や自動車

免許を持たない者等の移動手段の確保を図るため導入しました。 
(2) 必要性 
　公共交通空白地の解消及び高齢者の通院から日用品の買い出し、児童・生徒の塾やクラブ活動での

利用など、多くの世代にとって欠かせない移動手段となっており、運行の継続が不可欠です。一方で、

町の運営努力だけでは運行の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する

必要があります。 
(3) 利用者数・収支 
　前項参照(図 4-19) 

(4) 国県町の負担について 
　現在、財源となっている運賃収入、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金及び特別交付税に

加え、栃木県の市町村生活交通路線運行費補助金の採択を目指し、運行の持続可能性を高めます。 
 
 

２-５．町内の公共交通空白地帯 
広域幹線として町外の拠点に連絡する鉄道駅は、本町西部の下野市にＪＲ石橋駅があります。 
地域内幹線として、町内外の拠点間を連絡する民間バス路線は、石橋駅を拠点とし、真岡市方面に町

内を横断連絡する石橋―真岡線や、石橋駅から国道４号線沿いを運行する石橋―宇都宮線、石橋駅から

下野市の文教通り、壬生町の東武おもちゃのまち駅を経由し、獨協医科大学付属病院までを結ぶ、ゆう

がおバス石橋―獨協線があります。 
町中心部にも、宇都宮駅と連絡する駒生―上三川車庫線、北東部にも駒生―東汗線・本郷台西汗線が

ありますが、駅・バス停からのサービス圏域で見ると公共交通空白地域が多い状況でした。 
平成２５年３月から、町内全域を範囲としたドア to ドア方式のデマンド交通を導入し、町内どこから

でもバス停留所や鉄道駅など地域拠点に接続できるようになったことにより、本町における公共交通空

白地域は解消され、また、町内クリニックや近隣総合病院への通院、スーパーマーケットなどへの生活

必需品の買い出し、児童生徒の塾通いなどの不便も解消しました。 
　令和３年４月から、デマンド交通にインターネットによる予約システムを導入し、利用者の利便性の

向上を図っております。 
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 上三川町地域公共交通計画 23

 

図５－１　上三川町の公共交通空白地 

 
 

【鉄道駅・バス停のサービス圏域】 
・鉄道については、駅までのアクセス時間が５分～１５分（徒歩・自転車）の範囲である半径１．５

ｋｍを鉄道駅圏域として設定しています。 
・バスについては、道路の移動円滑化ガイドライン等で歩行者が気軽に歩ける距離が２００～４００

ｍとされていることを考慮し、バス停から半径３００ｍ圏域として設定しています。 
※参考「とちぎの公共交通」 
【デマンド交通】 
・ドア to ドア方式で町内全域がサービス圏域のエリアとなっています。
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図６－１　性別　　　　　　　　　　　　　　　　　図６－２　年齢別 

 

 
図６－３　居住地区　　　　　　　　　　　　　　　図６－４　職業別 

 

 
図６－５　免許の有無　　　　　　　　　　　図６－６　自動車等の所有 
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（２）鉄道 
鉄道を「よく利用する」、「時々利用する」と回答した人が２６％、「ほとんど利用しない」、「ま

ったく利用しない」と回答した人が７２％でした。利用しないと回答した主な理由は、「自家用車

の方が便利」が３８％、「用事がない」が３５％、「駅まで遠い」が１６％となっています。その

他の意見としては、「行った先が駅から遠い」といったものがありました。 
　　　　鉄道利用者がもっとも良く利用する駅は「石橋駅」７７％、「雀宮駅」１４％、「自治医大駅」

が３％で、本町と西端で隣接している石橋駅の利用が一番多いことが分かりました。 
また、最寄駅までの所要時間は「１０～１５分」が最も多く４３％、続いて「５～１０分」２

５％、「１５～２０分」２１％となっており、駅が町内にないこともあり比較的時間がかかる傾向

にあります。 
鉄道を利用する理由としては、「時間が正確で早い」が３０％、「自宅や目的地が駅に近い」が

２７％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－７　鉄道利用　　　　　　　　図６－８　利用しない理由（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　　　図６－９　よく使う駅　　　　　　　図６－１０　自宅から最寄駅までの所用時間 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１１　鉄道を利用する理由 
 

ｎ＝
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（３）バス 

バスを「よく利用する」、「時々利用する」と回答した人が５％、「ほとんど利用しない」、「まっ

たく利用しない」と回答した人が９１％で、路線バスはあまり利用されていない状況が分かりま

した。 
利用しないと回答した人達の主な理由は、「自家用車の方が便利」が４８％、「バスが通ってい

ない」が１２％、「運行本数が少ない」が１１％となっております。その他の意見としては、「バ

ス停がどこにあるか分からない」や「行き先が分からない」といったものがありました。 
　　　　バス利用者が良く利用する停留所は「石橋駅」、「上三川小学校前」、「本郷台・ゆうがお公園」

で、目的地は「石橋駅」や「宇都宮駅・宇都宮市内」ということが分かりました。 
また、バスを利用する人の理由としては、「自宅や目的地が駅に近い」が３８％、次いで「他に

交通手段がない（車や免許がない）」が２７％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１２　バス利用状況　　　   　図６－１３　バスを利用しない理由（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

図６－１４　バスを利用する理由 
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（４）デマンド交通 
デマンド交通「かみたん号」を「よく利用する」、「時々利用する」と回答した人が５％、登録

しているが「ほとんど利用しない」、「まったく利用しない」と回答した人が１４％となっていま

す。 
また、利用者の感想としてはオペレーターの対応や運転手の対応、乗車中の安全性については、

「満足」、「やや満足」の合計が半数を超え、利用者の満足度が高いことが分かります。一方、運

行台数や運行区域などの項目については満足度が低いことが分かります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１５　デマンド利用状況　　　　　　図６－１６　デマンドを利用しない理由 
（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１７　デマンドを利用した感想 
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（５）満足度 
本町の公共交通に対する満足度について調査したところ、「どちらともいえない」を除き、「満

足、やや満足」と回答した割合と「やや不満、不満」と回答した割合を比較したところ、「通勤・

通学の移動」・「買物の移動」・「医療機関への移動」については「不満」の割合が多くなっていま

すが、「総合的な生活」では「満足」「やや満足」と回答した割合が多くなっています。 
　将来の生活に関する調査では、「ひとりで十分できる」と「ひとりでなんとかできる」を合計し

た８３％の人が現在は「ひとりで外出できる」と回答していますが、１０年後の不安については、

「不安がある」、「少し不安がある」を合計した５６％の人が何らかの「不安がある」と回答して

います。 
　鉄道の満足度に関する調査では、全体的には「満足な点」の項目が多く、「運行時間の正確さ」

や「目的地までの行きやすさ」、「目的地までの所要時間」については満足度が高くなっています。

一方、「鉄道とバスの乗り継ぎ」については満足度が低くなっています。 
　バスの満足度に関する調査では、全体的には「不満足な点」の項目が多く、「運行本数」や「自

宅とバス停の距離」についての満足度が低くなっています。 
　　　　デマンド交通とバス交通については、半数以上の人が「将来、車を手放した際には必要になる」

と回答しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１８　上三川町の公共交通満足度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１９　現在の外出状況　　　　　　　　　　図６－２０　１０年後の不安
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図６－２１　鉄道に関する満足な点・不満足な点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－２２　バスに関する満足な点・不満足な点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６－２３　あなたにとってデマンド交通とは　　　　図６－２４　あなたにとってバス交通とは
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（６）よりよい公共交通にするために必要なもの 
よりよい公共交通を構築していくために必要なものとして、「広域的な交通ネットワークの形

成」や、「駅への接続性の向上」など、公共交通による町外への連結についての項目が上位に来て

おり、次いで「分かりやすい公共交通の情報を提供する」といった情報に関係する内容の項目が

続いている。また、「バス路線を増やす」「デマンド交通の運行時間を増やす」のような町内の公

共交通の利便性を求める声が上位にあることがわかりました。 

 

表６－２５ 
アンケート問６－６「今後、上三川町の公共交通をよりよくしていくためには、何が必要だと

思いますか（最大３つまで回答）」の回答数 
 

1 229
2 162
3 150
4 149
5 139
6 135
7 117
8 111
9 39
10 24

デマンド交通の台数を増やす。

高齢者や障がい者の割引率を向上させる。

バスの運行本数を増やす。

その他

バリアフリーを進める。

上三川町の近隣市町と連携し、広域公共交通ネットワークを形成する。

駅への接続性を良くする。

分かりやすい公共交通の情報を提供する。

バス路線を増やす。

デマンド交通の運行時間を増やす。
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免許証返納者数 
本町における運転免許証自主返納奨励事業については、年間を通して６０件前後の申請数があ

ります。全国的に見ると、免許証の自主返納数は令和元年をピークに減少傾向にありますが、令

和６年度は４２万７千件を超えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７－１　上三川町運転免許証自主返納奨励事業申請数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７－２　運転免許証の自主返納数（全国） 
出典「運転免許証の自主返納と運転経歴証明書について」（警察庁 HP）
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３-２．事業者からの意見 
（１）医療機関 

通院者は、自分の運転か家族の運転による自家用車の通院が主となっています。デマンド交通

による通院も増えてきていますが、帰宅便については、診療が終わる時間が分からないことから

利用がしにくくなっています。バスによる通院については、通院者の自宅付近や施設付近や路線

バスが運行しておらず利用しにくくなっています。 
 

（２）福祉施設 
保育所、学童クラブは自家用車による利用が多くなっています。通所型の障がい者施設では、

自家用車や自転車に加え、デマンド交通、施設所有のバスによる送迎を利用しています。 
また、保育所では時間帯によって送迎が集中し、朝の送迎を早くできないか等の声が上がって

います。また、保護者が送迎後出勤するため交通機関を利用することは少なくなっています。 
 

（３）工場等 
従業員の通勤について、鉄道駅からバスによる送迎を行う事業所もありますが、多くの事業所

では自家用車による通勤が主となっています。また、来訪者は鉄道駅からタクシーを利用するこ

とが多くなっています。 
路線バスが事業所付近を運行しておらず、運行本数も少ないことから利用ができない状況とな

っています。 
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４-１．町民生活を支える効率的かつ持続可能な交通手段の確保 
町民が通院、買い物、行政手続き等、日常生活の利便性を確保するためには、既存の交通手段を

維持強化する必要があります。しかし、少子高齢化や利用者減少に伴い、地域公共交通の運行コス

トの増加が見込まれることから、利便性を確保しつつ持続可能な交通サービスを維持するために、

利用実態に応じたサービスの最適化を検討する必要があります。 
 

４-２．高齢者ニーズを踏まえた地域公共交通の見直し 
２０２５年には団塊の世代が７５歳以上になるなど、高齢者の免許返納の増加が見込まれます。

高齢者が免許証を返納した後も安心して移動ができるよう、段差の少ない車両や多様な予約方法な

ど、高齢者が利用しやすい交通手段の確保を検討する必要があります。 
 

４-３．地域公共交通に対する関心と地域を挙げた取組の確保 
地域公共交通は利用者だけでなく地域全体で支えるべき資源ですが、利用者が限定的で関心が広

がっていません。町民への周知・啓発や利用促進キャンペーン等、地域を挙げた取組を検討する必

要があります。 
 

４-４．公共交通サービスのデジタル化 
利用者の利便性向上のため、キャッシュレス決済やリアルタイム運行情報の提供、乗換案内との

連携、利用者向けアプリのほか、複数交通手段を一括で検索・予約・決済できる MaaS の研究など、

幅広いデジタルサービスの導入について検討する必要があります。 
 
 
 

 

 ４ 地域公共交通の課題
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６-１．計画目標 

　　　基本方針を踏まえ、3 つの計画目標を掲げます。 

 

６-２．評価指標 
　　　計画目標の達成状況を評価するための指標を設定します。 

 

 
 

計画目標１ 生活利便性の維持・向上 
計画目標２　地域理解と協力の促進 
計画目標３　デジタル技術・新サービスの導入促進

 ６ 計画目標と評価指標

 
計画目標１　生活利便性の維持・向上

 

数値

目標

①

項　目
現状値 

（2025）
最終目標値 
（2030）

 
デマンド交通「かみたん号」の利用者数 16,152 人 16,500 人

 ◆目標の設定理由 
高齢者等の移動手段の確保や、町内の地域間での公共交通サービスの平準化による公共交通

空白地の解消を図るため導入したデマンド交通「かみたん号」の利用者数を指標とすること

により、生活利便性の指標として把握ができるため

 

数値

目標

②

項　目
現状値 

（2025）
最終目標値 
（2030）

 
運転免許証自主返納奨励事業申請数 ４９件 ６０件

 ◆目標の設定理由 
安心して利用できる公共交通環境が整うことにより、運転免許を返納しても生活ができる安

心なまちとして、運転免許証自主返納奨励事業の申請数の増加につながるため

 
計画目標２　地域理解と協力の促進

 

数値

目標

③

項　目
現状値 

（2025）
最終目標値 
（2030）

 町民の鉄道・バス・タクシー・デマンド交通 
利用率

７．３％ ７．５％

 ◆目標の設定理由 
鉄道やバス、タクシー、デマンド交通等の公共交通の利用率を指標とすることで、地域公共

交通の利用促進策の効果や住民の公共交通に対する理解度の把握ができるため
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計画目標３　デジタル技術・新サービスの導入促進

 

数値

目標

④

項　目
現状値 

（2025）
最終目標値 
（2030）

 インターネットを利用した 
デマンド交通予約件数

１，８１５件 １，９００件

 ◆目標の設定理由 
デマンド交通「かみたん号」のインターネットを利用した予約件数を指標とすることによ

り、利用者の利便性向上の指標として把握ができるため
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７-１．計画事業 
本計画の目標を達成するため、計画事業を立案します。 
 

 

 
 

 
計画事業１ デマンド交通運行形態の検討

 

事業概要

地域内公共交通であるデマンド交通「かみたん号」の運行について、運行業務

委託契約の更新に併せ、費用対効果を考慮した上でより効果的な運行が出来るよ

う見直します。 
・運行時間や予約方法等の検討 
・効率的な運行方法の検討 
・土曜日運行実証実験の実施及び結果を踏まえた本格運行の可否の検討

 実施主体 上三川町の委託により運行を行う交通事業者

 

関連目標

計画目標１　生活利便性の維持・向上 
計画目標２　地域理解と協力の促進 
計画目標３　デジタル技術・新サービスの導入促進

 

実施 
スケジュール

令和 8 年度 
(2026 年度)

令和 9 年度 
(2027 年度)

令和 10 年度 
(2028 年度)

令和 11 年度 
(2029 年度)

令和 12 年度 
(2030 年度)

 

土曜実証運行 
実施・検証 
見直し検討

土曜実証運行 
検証 

土曜本格運行 
検討 

見直し検討

次期契約締結 
検証

検証
検証 

見直し検討

 
計画事業２ 運転免許証自主返納奨励事業の拡充

 

事業概要

　高齢者の交通事故減少を目的として実施している運転免許証自主返納奨励事

業について内容の検討を行い、免許の自主返納のさらなる促進を図ります。 
・免許返納に対するインセンティブの内容検討 
・免許返納に対するインセンティブ付与の実施

 実施主体 上三川町・公共交通事業者・警察

 
関連目標

計画目標１ 生活利便性の維持・向上 
計画目標２　地域理解と協力の促進

 

実施 
スケジュール

令和 8 年度 
(2026 年度)

令和 9 年度 
(2027 年度)

令和 10 年度 
(2028 年度)

令和 11 年度 
(2029 年度)

令和 12 年度 
(2030 年度)

 
継続 
見直し

継続 継続 継続 継続

 ７ 目標達成に向けた施策
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計画事業３ 上三川町近隣の公共交通ＭＡＰの作成及び更新

 

事業概要

自家用車から公共交通への利用移行及びバスを利用したことがない町民や観

光客の利用促進のため、公共交通の運行概要やバス停・時刻表などを公共交通

MAP にまとめ、分かりやすい情報案内の提供を行います。公共交通 MAP の作

成・配布にあたっては事業者をはじめ、地域住民の協力も得ながら、継続的な宣

伝・PR によって公共交通の利用促進を図ります。 
・町内公共交通 MAP の作成及び HP への公開 
・スマートフォンにも対応した情報の公開

 
実施主体

上三川町・鉄道事業者・バス事業者・タクシー事業者・デマンド交通事業者 
地域住民

 

関連目標

計画目標１　生活利便性の維持・向上 
計画目標２　交通弱者に配慮したサービスの充実 
計画目標３　デジタル技術・新サービスの導入促進

 

実施 
スケジュール

令和 8 年度 
(2026 年度)

令和 9 年度 
(2027 年度)

令和 10 年度 
(2028 年度)

令和 11 年度 
(2029 年度)

令和 12 年度 
(2030 年度)

 
作成 
配布

継続
継続 
更新

継続
継続 
更新

 
計画事業４ 公共交通の利用促進策の検討

 

事業概要

地域公共交通の利用促進を図るため、公共交通情報の周知、その他の利用促進

策を検討します。 
・地域公共交通の周知啓発 
・公共交通の利用促進策の検討

 実施主体 上三川町・公共交通事業者・地域住民

 
関連目標

計画目標１　生活利便性の維持・向上 
計画目標２　地域理解と協力の促進

 

実施 
スケジュール

令和 8 年度 
(2026 年度)

令和 9 年度 
(2027 年度)

令和 10 年度 
(2028 年度)

令和 11 年度 
(2029 年度)

令和 12 年度 
(2030 年度)

 

検討 実施 継続 継続 継続
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計画事業５ デジタル技術を活用した新サービスの再検討

 

事業概要

デマンド交通「かみたん号」の利便性向上策として、デジタル技術を活用した

サービスの導入を検討します。また、公共交通の連携等に活用できる方策につい

て調査研究を行います。 
・キャッシュレス決済機能の検討 
・リアルタイム運行情報提供サービスの検討 
・利用者向けスマホアプリや MaaS プラットフォームを活用した複数交通手段の

一括検索・予約・決済システム等の研究

 実施主体 上三川町・公共交通事業者・システム開発事業者

 
関連目標

計画目標１　生活利便性の維持・向上 
計画目標３　デジタル技術・新サービスの導入促進

 

実施 
スケジュール

令和 8 年度 
(2026 年度)

令和 9 年度 
(2027 年度)

令和 10 年度 
(2028 年度)

令和 11 年度 
(2029 年度)

令和 12 年度 
(2030 年度)

 
検討 

調査研究

調整 
調査研究

実施 
調査研究

継続 
調査研究

継続 
調査研究
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８-１．計画の推進体制 
本計画の推進にあたっては、国や県、町民、交通事業者など多くの関係機関との協力が必要であ

るため、役割分担を整理し、事業を実施します。 

 
８-２．計画の達成状況の評価 

　　　計画の達成状況については上三川町地域公共交通活性化協議会において施策の実施状況を毎年

度整理し、実施の有無及びその要因を評価するとともに、計画の目標（数値目標）の達成状況を評

価し、その要因を分析し、必要に応じて事業実施内容の見直し・改善を検討します。 
 

 

上三川町地域公共交通活性化協議会

・ＰＤＣＡサイクルによる事業進捗の評価

・公共交通の運行内容に関する評価

・公共交通の運行方針、経路や時刻等の調整

・地域や公共交通の現状・課題等の検証

上三川町
・デマンド交通かみたん号運行

・公共交通に関する積極的な情報発信

・利用促進を図る啓発活動の実施

・町民ニーズの収集、整理、分析

・交通事業者への支援（補助金等）

国・県 警察 道路管理者 交通事業者 町民・利用者代表

交通事業者
・安全で快適なサービスの提供

・利用促進に向けた取組

・町の実施事業への協力

町民・利用者
・公共交通に対する理解

・公共交通の積極的な利用

・会議等への積極的な参加

ＰＬＡＮ（計画）
目標設定、施策の検討

ACTION（改善）
事業の見直し・改善

CHECK（評価）
進捗状況の管理・評価

DO（実施）
事業の実施

町民と来訪者が“安心・安全”に往来できる持続

可能な公共交通ネットワークのあるまちの実現

 ８ 計画の推進

持続可能な地域公共交通で  

笑顔あふれる 豊かなくらしへ
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地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表 

 

 

 

本町のデマンド交通においては、宇都宮市・下野市に運行しているが、上三川町住民の生活交通と

して運行している。宇都宮市・下野市は費用負担をしておらず 、地域内フィーダー系統確保維持事

業の補助申請も行っていないため、 交通計画に両市の位置づけは行っていない 。 

 

（添付資料） 

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

 

※ご参考 

・要綱第１７条第１項 

　陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地 

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計 

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割 

二　前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要 

四　地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 

 １．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位

置づけ・役割

 

上三川町地域公共交通計画　３７ページ

 
２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

 
上三川町地域公共交通計画　３７ページ

 
３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概

要

 

上三川町地域公共交通計画　２１ページ、３７ページ、３８ページ、４０ページ

 
４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

 

上三川町地域公共交通計画　１４ページ～１７ページ、３５ページ、３６ページ、４１ページ
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